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告 示
栃木県告示第446号
　消防法（昭和23年法律第186号）第２条第９項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担
当する医療機関を次のとおり定めたので、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第２条第１項
の規定により告示する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 有 効 期 限

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
栃 木 県 済 生 会 宇 都 宮 病 院 宇都宮市竹林町911番地１ 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

医 療 法 人 社 団 全 仁 会
宇 都 宮 中 央 病 院

宇都宮市東宿郷２丁目１番
１号

令和２（2020）年８月１日から
令和５（2023）年７月31日まで

医療法人社団脳神経脊髄脊椎外科サービス
宇 都 宮 脳 脊 髄 セ ン タ ー 宇都宮市一番町１-18 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

医 療 法 人 元 気 会
鹿 沼 脳 神 経 外 科 鹿沼市茂呂2027番地 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

医 療 法 人 健 寿 会
小 山 整 形 外 科 内 科 小山市大字雨ヶ谷753番地 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

学 校 法 人 獨 協 学 園
獨 協 医 科 大 学 病 院 下都賀郡壬生町北小林880 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

医 療 法 人 社 団 萌 彰 会
那 須 脳 神 経 外 科 病 院 那須塩原市野間453-14 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 立
那 須 南 病 院 那須烏山市中央３-２-13 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

目　　　　　　 次

告　　　　示
○救急医療機関の指定………………………………………………………………………………………………… 715
○全国歯科医師国民健康保険組合規約の変更の認可……………………………………………………………… 716
○収去飼料検査結果の概要…………………………………………………………………………………………… 716
○特定農業用ため池の指定…………………………………………………………………………………………… 717
○廃川敷地……………………………………………………………………………………………………………… 720

公　　　　告
○基本測量の実施……………………………………………………………………………………………………… 721
○公共測量の終了……………………………………………………………………………………………………… 721
○県が設置する都市公園の利用料金の承認………………………………………………………………………… 721

調達等公告
○入札公告（特定調達公告） ………………………………………………………………………………………… 723



（716） 栃 木 県 公 報 第126号令和２（2020）年７月31日　金曜日

医 療 法 人 杏 林 会
今 井 病 院 足利市田中町100番地 令和２（2020）年８月１日から

令和５（2023）年７月31日まで

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第447号
　国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第27条第２項の規定により、全国歯科医師国民健康保険組合の規
約の変更を認可したので、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第７条第２項の規定により次のと
おり告示する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　変更事項
組合の地区
次の地区を追加する。
東京都のうち千代田区

２　認可年月日
令和２（2020）年７月17日

（国保医療課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第448号
　飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第７項及び飼料の安全性の
確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第４項の規定により、令和２（2020）
年４月から同年６月までの間に検査した収去飼料の分析結果の概要を次のとおり公表する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栄養成分に関する検査

製造事業場等
の 名 称 及 び
所 在 地

収去場所 飼 料 の 名 称
製 造
（ 輸 入 ）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

全国酪農業協同
組合連合会栃木
TMR供給セン
ター
宇都宮市

同左 栃酪ラクトミック
ス

R２（2020）.
６

栄養成分等-粗たん白質、
粗脂肪、粗繊維、粗灰分、
カルシウム、りん

無

注）１　試験項目の欄には、栄養成分等-粗たん白質等の検査項目ごとに記載する。
２　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、表示量に対して過不足があった場合には
その成分名、試験値及び過不足の量を、原材料について違反があった場合にはその内容を、それぞれ
記載する。

２　安全性に関する検査

製造事業場等
の 名 称 及 び
所 在 地

収去場所
飼 料 又 は
飼料添加物
の 区 分

飼 料 又 は
飼料添加物の名称

製 造
（ 輸 入 ）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

全国酪農業協同
組合連合会栃木
TMR供給セン

同左 飼料 栃酪ラクトミック
ス

R２（2020）.
６

重金属-カド
ミウム

無
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ター
宇都宮市

注）１　試験項目の欄には、重金属-カドミウム等の検査項目ごとに適宜区分し記載する。
２　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、違反が認められた場合には、その違反の
内容、違反となった試験項目及びその試験値を記載する。

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第449号
　農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定により特定農業用た
め池を指定したので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

た め 池 の 名 称 所 在 地 指 定 年 月 日

打越溜 宇都宮市古賀志町 令和２（2020）年７月16日

唐沢溜 宇都宮市古賀志町 令和２（2020）年７月16日

名称なし（下） 宇都宮市高松町 令和２（2020）年７月16日

名称なし（上） 宇都宮市高松町 令和２（2020）年７月16日

高松赤坂溜 宇都宮市高松町 令和２（2020）年７月16日

初網溜（下） 宇都宮市上欠町 令和２（2020）年７月16日

初網溜（上） 宇都宮市上欠町 令和２（2020）年７月16日

栗谷沢ダム 宇都宮市新里町 令和２（2020）年７月16日

茗荷沢ダム（下） 宇都宮市新里町 令和２（2020）年７月16日

茗荷沢ダム（上） 宇都宮市新里町 令和２（2020）年７月16日

名称なし 宇都宮市飯山町 令和２（2020）年７月16日

雨沼溜 宇都宮市飯田町 令和２（2020）年７月16日

山口溜（下） 宇都宮市飯田町 令和２（2020）年７月16日

山口溜（上） 宇都宮市飯田町 令和２（2020）年７月16日

寺内溜 宇都宮市飯田町 令和２（2020）年７月16日

大石神溜 宇都宮市飯田町 令和２（2020）年７月16日

南高岡下池 真岡市大字南高岡 令和２（2020）年７月16日

南高岡上池 真岡市大字南高岡 令和２（2020）年７月16日

石並　上池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日

石並　下池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日

泥部池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日

円道寺池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日

根古屋池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日

西明寺池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日

泥部　上池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日



（718） 栃 木 県 公 報 第126号令和２（2020）年７月31日　金曜日

茸郷戸池 益子町大字山本 令和２（2020）年７月16日

入山池 益子町大字小泉 令和２（2020）年７月16日

堂ヶ入池 益子町大字上大羽 令和２（2020）年７月16日

生田目池　上池 益子町大字生田目 令和２（2020）年７月16日

生田目池　下池 益子町大字生田目 令和２（2020）年７月16日

北山　下池 益子町大字生田目 令和２（2020）年７月16日

北山　上池 益子町大字生田目 令和２（2020）年７月16日

北山　中池 益子町大字生田目 令和２（2020）年７月16日

岡部池 益子町大字前沢 令和２（2020）年７月16日

愛宕池 益子町大字大沢 令和２（2020）年７月16日

八幡池 益子町大字長堤 令和２（2020）年７月16日

池下池 益子町大字東田井 令和２（2020）年７月16日

須田ヶ池 益子町大字益子 令和２（2020）年７月16日

琴平池 益子町大字塙 令和２（2020）年７月16日

弁天下池 益子町大字塙 令和２（2020）年７月16日

弁天上池 益子町大字塙 令和２（2020）年７月16日

法堂寺　下池 益子町大字北中 令和２（2020）年７月16日

法堂寺　上池 益子町大字北中 令和２（2020）年７月16日

森作池 茂木町大字神井 令和２（2020）年７月16日

寺入溜 茂木町大字北高岡 令和２（2020）年７月16日

弁天溜 市貝町大字市塙 令和２（2020）年７月16日

坂善溜 市貝町大字杉山 令和２（2020）年７月16日

多田羅溜（下） 市貝町大字多田羅 令和２（2020）年７月16日

多田羅溜（上） 市貝町大字多田羅 令和２（2020）年７月16日

横沢溜 市貝町大字椎谷 令和２（2020）年７月16日

篠ノ入溜 芳賀町大字上稲毛田 令和２（2020）年７月16日

唐桶の溜 芳賀町大字東水沼 令和２（2020）年７月16日

北浦溜 栃木市岩舟町下津原 令和２（2020）年７月16日

寺溜 栃木市岩舟町下津原 令和２（2020）年７月16日

高久田溜 栃木市岩舟町下津原 令和２（2020）年７月16日

岩の入溜（下） 栃木市岩舟町三谷 令和２（2020）年７月16日

岩の入溜（上） 栃木市岩舟町三谷 令和２（2020）年７月16日

星の宮溜（上） 栃木市岩舟町三谷 令和２（2020）年７月16日

星の宮溜（下） 栃木市岩舟町三谷 令和２（2020）年７月16日

和田溜 栃木市岩舟町三谷 令和２（2020）年７月16日

堤溜（下） 栃木市岩舟町三谷 令和２（2020）年７月16日
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堤溜（上） 栃木市岩舟町三谷 令和２（2020）年７月16日

足洗溜 栃木市岩舟町小野寺 令和２（2020）年７月16日

謡坂溜 栃木市岩舟町小野寺 令和２（2020）年７月16日

道場溜 栃木市岩舟町小野寺 令和２（2020）年７月16日

上岡溜 栃木市岩舟町上岡 令和２（2020）年７月16日

鷲巣溜（中） 栃木市岩舟町鷲巣 令和２（2020）年７月16日

鷲巣溜（下） 栃木市岩舟町鷲巣 令和２（2020）年７月16日

打越溜（下） 栃木市小野口町 令和２（2020）年７月16日

西谷津溜 栃木市大平町西山田 令和２（2020）年７月16日

弁天上溜 栃木市大平町西山田 令和２（2020）年７月16日

弁天下溜 栃木市大平町西山田 令和２（2020）年７月16日

大柿西溜 栃木市都賀町大柿 令和２（2020）年７月16日

弁天溜 栃木市藤岡町大田和 令和２（2020）年７月16日

山ガ溜 栃木市藤岡町大田和 令和２（2020）年７月16日

大沼溜 小山市大字羽川 令和２（2020）年７月16日

弁天溜 矢板市安沢 令和２（2020）年７月16日

中沼溜 矢板市越畑 令和２（2020）年７月16日

抜け土溜 矢板市越畑 令和２（2020）年７月16日

新溜 矢板市玉田 令和２（2020）年７月16日

ネッコ溜 矢板市玉田 令和２（2020）年７月16日

上堂溜 矢板市石関 令和２（2020）年７月16日

町戸溜 矢板市石関 令和２（2020）年７月16日

笹戸溜 矢板市石関 令和２（2020）年７月16日

湯前山池 さくら市下河戸 令和２（2020）年７月16日

鹿子畑池（上） さくら市鹿子畑 令和２（2020）年７月16日

お産溜（下） 那須烏山市大字神長 令和２（2020）年７月16日

田切溜池 那須烏山市大字曲畑 令和２（2020）年７月16日

大溜 那須烏山市大字鴻野山 令和２（2020）年７月16日

三ツ堂溜 那須烏山市大字神長 令和２（2020）年７月16日

沢口溜 那須烏山市大字神長 令和２（2020）年７月16日

古堂溜 那須烏山市大字神長 令和２（2020）年７月16日

大木ノ入溜 那須烏山市大字大桶 令和２（2020）年７月16日

那場内溜 那須烏山市大字大桶 令和２（2020）年７月16日

寺小路ため池 塩谷町大字船生 令和２（2020）年７月16日

大溜 高根沢町大字亀梨 令和２（2020）年７月16日

池ノ入溜 那珂川町大字谷川 令和２（2020）年７月16日
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大溜 那珂川町大字片平 令和２（2020）年７月16日

羽田沼 大田原市羽田 令和２（2020）年７月16日

桧木沢溜 大田原市桧木沢 令和２（2020）年７月16日

台ノ沢溜 大田原市中野内 令和２（2020）年７月16日

大谷溜 大田原市中野内 令和２（2020）年７月16日

熊久保望田水利組合ため池 那須塩原市寺子 令和２（2020）年７月16日

湯宮溜池 那須塩原市湯宮 令和２（2020）年７月16日

飛倉溜 那須町大字芦野 令和２（2020）年７月16日

左内溜 那須町大字芦野 令和２（2020）年７月16日

江戸川温水ため池 那須町大字高久丙 令和２（2020）年７月16日

北の窪溜 足利市樺崎町 令和２（2020）年７月16日

角欠溜（下） 足利市月谷町 令和２（2020）年７月16日

青沼溜 足利市月谷町 令和２（2020）年７月16日

叶花溜 足利市小俣町 令和２（2020）年７月16日

久保田西溜 足利市松田町 令和２（2020）年７月16日

大入谷溜 足利市田島町 令和２（2020）年７月16日

鍛冶屋溜（下） 足利市名草下町 令和２（2020）年７月16日

鍛冶屋溜（上） 足利市名草下町 令和２（2020）年７月16日

台山溜 佐野市戸室町 令和２（2020）年７月16日

辻の池 佐野市赤見町 令和２（2020）年７月16日

柴田溜（下） 佐野市多田町 令和２（2020）年７月16日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第450号
　河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により
次のとおり公示する。
　関係図面は、栃木県県土整備部河川課に備え置いて縦覧に供する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　河川の名称
利根川水系一級河川姿川

２　廃川敷地等が生じた年月日
令和２（2020）年７月31日

３　廃川敷地等の位置
下流端：宇都宮市下荒針町4590番２
上流端：宇都宮市下荒針町4590番２

４　廃川敷地等の種類及び数量
土地　465.51㎡

（河川課）　
　───────────────────────────────────────────────
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公 告
　　　○基本測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土地理院長から基本測量を実施する旨通知
があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　基本測量（成果不整合地域における基準点改測、電子基準点現地調査及び電子基準点付属標取付観測）
２　作業地域
　芳賀町、益子町、佐野市、栃木市、上三川町、鹿沼市、日光市、宇都宮市、茂木町、塩谷町、那須塩原
市、那須烏山市、大田原市、那須町
３　作業期間
　令和２（2020）年９月１日から令和３（2021）年１月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和２（2020）年３月10日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、塩谷町長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（数値図化）

２　作業地域
寺小路地区、下寺島地区

３　作業期間
令和２（2020）年２月25日から令和２（2020）年６月30日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県が設置する都市公園の利用料金の承認
　栃木県都市公園条例（昭和49年栃木県条例第６号）第14条の２第３項後段の規定により令和２（2020）年７
月１日以後の利用料金を次のとおり承認したので、栃木県都市公園条例施行規則（昭和49年栃木県規則第16
号）第13条の２の規定により公告する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栃木県井頭公園
⑴　運動施設
ア　施設名及び一般利用料金

利 用 区 分

施 設 名

団 体 利 用 の 場 合 個 人 利 用 の 場 合

午 前 午 後 １ 日 単 位 利 用 料 金

一 万 人 プ ー ル － － － 大人（満65歳以
上の者）１人

500円

大人（満65歳未
満の者）１人

1,300円

高校生１人 1,300円
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小学生及び中学
生１人

500円

幼児（満３歳以
上の者）１人

200円

　供用日前に販売する利用券の
価格は２割引の額とし、供用開
始から８月10日までに栃木県井
頭公園以外の場所で販売する利
用券の価格は１割引の額とす
る。ただし、令和２（2020）年
度に販売する場合を除く。
　また、団体（20人以上）で利
用する場合及び午後３時以降に
利用する場合は上記利用料金の
２割引の額とし、それらの額に
10円未満の端数があるときは、
当該端数を四捨五入するものと
する。ただし、令和２（2020）
年度においては、８月11日から
８月14日までの期間を除く平日
の利用に限る。

２　栃木県日光だいや川公園
⑴　休養施設

施 設 名 利 用 区 分 単 位 利 用 料 金

オ ー ト
キャンプ場

フ リ ー テ ン ト
サ イ ト

宿 泊

１ 区 画 １ 泊 2,600円

　12月１日から翌年３月14日までの期間に利用を開
始する場合及び一人で自動車（二輪車を除く。）以
外での利用の場合は、1,500円とする。ただし、令
和２（2020）年度に限り、９月１日から11月30日ま
での期間の平日に利用を開始する場合も、1,500円
とする。

オートキャンプ
サ イ ト

宿 泊

１ 区 画 １ 泊 4,800円

　12月１日から翌年３月14日までの期間に利用を開
始する場合は、2,600円とする。ただし、令和２
（2020）年度に限り、９月１日から11月30日までの
期間の平日に利用を開始する場合も、2,600円とす
る。

日 帰 り

１ 区 画 １ 回 2,500円

　12月１日から翌年３月14日までの期間に利用を開
始する場合は、1,500円とする。ただし、令和２
（2020）年度に限り、９月１日から11月30日までの
期間の平日に利用を開始する場合も、1,500円とす
る。

１ 区 画 １ 泊 5,000円
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キャンピングカー
サ イ ト 宿 泊

　12月１日から翌年３月14日までの期間に利用を開
始する場合は、3,000円とする。ただし、令和２
（2020）年度に限り、９月１日から11月30日までの
期間の平日に利用を開始する場合も、3,000円とす
る。

トレーラーハウス
（ ５ 人 用 ）

宿 泊

１ 棟 １ 泊 17,000円

　12月１日から翌年３月14日までの期間に利用を開
始する場合は、13,600円とする。ただし、令和２
（2020）年度に限り、９月１日から11月30日までの
期間の平日に利用を開始する場合も、13,600円と
する。

トレーラーハウス
（ ８ 人 用 ）

宿 泊

１ 棟 １ 泊 23,800円

　12月１日から翌年３月14日までの期間に利用を開
始する場合は、19,100円とする。ただし、令和２
（2020）年度に限り、９月１日から11月30日までの
期間の平日に利用を開始する場合も、19,100円と
する。

備考　利用区分は、次のとおりとする。
⑴　宿泊とは、利用開始日の午後１時から利用終了日の午前10時までの利用をいう。
⑵　日帰りとは、午前11時から午後４時までにおける利用で、宿泊でないものをいう。

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和２（2020）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入物件及び数量　汎用電子計算機器等　１式
⑵　借入物件の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　令和３（2021）年２月１日（月）から令和８（2026）年１月31日（土）まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県鹿沼市下石川681　栃木県運転免許センター　電算室
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類Ｐその他のサービス２リー
ス、レンタルの入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　令和２（2020）年９月10日（木）及び同月11日（金）において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等
措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
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栃木県警察本部警務部会計課出納係　電話028-621-0110（内2258）
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和２（2020）年７月31日（金）から同年９月９日（水）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）の午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　令和２（2020）年９月10日（木）午後５時、⑴の場所に持参又は郵
送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所に郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所　令和２（2020）年９月11日（金）午前10時　栃木県警察本部庁舎２階　入札室
⑷　入札方法　１の⑴の件名の月額リース料で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　入札書に記載する金額については、入札書に記載された金額に当該金額の100分
の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨て
るものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
すること。
⑹　その他
　入札に参加しようとするものは、次のとおりこの入札に参加するのに必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　令和２（2020）年７月31日（金）から同年８
月14日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までに⑴の場所に持参
又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　令和２（2020）年９月10日（木）までに通知する。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、警察本部警務部会計課で交付する、汎用電
子計算機器等賃貸借仕様書に基づき作成した書類を令和２（2020）年８月31日（月）午後１時までに交通
部運転免許管理課に提出しなければならない。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県警察本部交通部運転免許管理課長が、入札者の作成した４の⑶の書類を４の⑷イの
技術審査基準により審査し、採用し得ると判断した仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の
対象とする。
イ　技術審査基準　入札者の作成した仕様書が、警察本部警務部会計課で交付する汎用電子計算機器等賃
貸借仕様書に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであること。
ウ　技術審査結果の通知　令和２（2020）年９月９日（水）までに回答する。
⑸　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
⑼　契約形態　ファイナンスリースとする。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:

1 set of General - purpose Computer
⑵　Time and Date of bidding:

5:00 p.m., September 10, 2020
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑶　Information is available at:
Treasurer Section,
Accounting Division,
Department of Police Administration,
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utunomiya, Tochigi 320-8510 TEL.028-621-0110(extension2258)

（警察本部警務部会計課）　
　───────────────────────────────────────────────


